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(57)【要約】
【課題】電子機器のサイズが異なる場合でも的確に保持
することを可能とし、かつホルダーの収納スペースにお
ける指を差込むための隙間の確保を不要としてホルダー
のコンパクト化を図る。
【解決手段】所定の電子機器をセットするためのホルダ
ーを備えた電子機器用ホールド装置であって、ホルダー
１０は、電子機器（スマートフォン３０）用の収納スペ
ース１４を備えている。収納スペースの相対向する両側
に回転サポート１６およびスライドサポート２２が配置
されている。両サポート１６，２２は、電子機器の両端
面に個別に接触する受承面１８，２４を有する。回転サ
ポート１６は回転操作することが可能である。スライド
サポート２２は直線移動することが可能であるとともに
、電子機器を回転サポート側に押付ける方向のサポート
スプリング２６の付勢力を受けている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の電子機器をセットした状態で保持するためのホルダーが車両の内装部材に設けら
れている電子機器用ホールド装置であって、
　ホルダーは、電子機器のセットあるいはセット状態からの取出しを可能に上面が開放さ
れた収納スペースを備え、この収納スペースの相対向する両側に、回転サポートおよびス
ライドサポートが個別に配置され、回転サポートおよびスライドサポートは、収納スペー
スにセットされる電子機器の両端面に個別に接触する受承面を有し、回転サポートは、そ
の受承面を円弧動作させるように回転操作することが可能であり、スライドサポートは、
その受承面を進退方向へ直線動作させるように移動することが可能であるとともに、電子
機器を回転サポート側に押付ける方向のサポートスプリングの付勢力を受けている電子機
器用ホールド装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された電子機器用ホールド装置であって、
　回転サポートおよびスライドサポートのうちの少なくとも一方の受承面が斜面になって
おり、この斜面によって生じるサポートスプリングの付勢力の分力が、電子機器を収納ス
ペースの底面側に押付ける方向となるように設定されている電子機器用ホールド装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された電子機器用ホールド装置であって、
　回転サポートの回転支点が、この回転サポートの受承面における電子機器との接触点よ
りも上方に設定されている電子機器用ホールド装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のセンターコンソール等の内装部材に、スマートフォン等の電子機器を
セットした状態で保持するためのホルダーが設けられている電子機器用ホールド装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の車載用ホールド装置は、スマートフォン等の電子機器をセットすることができ
るホルダーが、例えばセンターコンソールボックスの上面に固定されている。このホルダ
ーにセットされた電子機器を取出すために、通常はホルダーの収納スペースと電子機器と
の間に指を差込むことができる隙間が確保されている。
　なお、特許文献１には携帯電話用ホールド装置に関する技術が開示されている。この技
術では、携帯電話をセットするホルダーがコンソールボックスに固定され、このホルダー
内にコネクタが回転可能に支持されている。このホルダーに携帯電話がセットされると、
コネクタのスプリングコンタクト端子に携帯電話のコンタクトが接続された状態になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－７４８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　スマートフォン等の電子機器には種々のサイズがあり、一種類のホルダーでサイズの異
なる電子機器を的確に保持することが困難である。また、ホルダーにセットされた電子機
器を手でつかむために、ホルダーの収納スペースと電子機器との間に指を差込む隙間が必
要であり、その分、ホルダーが大型になってしまう。このことは、特許文献１のホルダー
のおいても同様である。
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【０００５】
　本発明は、このような課題を解決しようとするもので、その目的は、電子機器の種類や
形式によってサイズが異なる場合でも、それらを的確に保持することを可能とし、かつホ
ルダーの収納スペースにおける指を差込むための隙間の確保を不要としてホルダーのコン
パクト化を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の目的を達成するためのもので、以下のように構成されている。
　所定の電子機器をセットした状態で保持するためのホルダーが車両の内装部材に設けら
れている電子機器用ホールド装置であって、ホルダーは、電子機器のセットあるいはセッ
ト状態からの取出しを可能に上面が開放された収納スペースを備えている。この収納スペ
ースの相対向する両側に、回転サポートおよびスライドサポートが個別に配置されている
。回転サポートおよびスライドサポートは、収納スペースにセットされる電子機器の両端
面に個別に接触する受承面を有する。回転サポートは、その受承面を円弧動作させるよう
に回転操作することが可能である。スライドサポートは、その受承面を進退方向へ直線動
作させるように移動することが可能であるとともに、電子機器を回転サポート側に押付け
る方向のサポートスプリングの付勢力を受けている。
【０００７】
　より好ましくは、回転サポートおよびスライドサポートのうちの少なくとも一方の受承
面が斜面になっており、この斜面によって生じるサポートスプリングの付勢力の分力が、
電子機器を収納スペースの底面側に押付ける方向となるように設定されていることである
。
【０００８】
　さらに好ましくは、回転サポートの回転支点が、この回転サポートの受承面における電
子機器との接触点よりも上方に設定されていることである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明においては、収納スペースの相対向する両側に配置された回転サポートおよびス
ライドサポートの受承面の間にスマートフォン等の電子機器をセットすることにより、電
子機器の種類や形式によってサイズが異なる場合でも、それらを的確に保持することが可
能となる。
　また、回転サポートの回転操作による受承面の円弧動作と、それに伴ってスライドサポ
ートがサポートスプリングの付勢力に抗して移動することとにより、ホルダーの収納スペ
ースにセットされている電子機器を持ち上げて簡単に取出すことができる。この結果、収
納スペースにセットされている電子機器を手で取出す場合に必要であった指を差込むため
の隙間を収納スペースに確保することが不要になり、ホルダーがコンパクトになる。
【００１０】
　さらに、サポートスプリングの付勢力の分力で電子機器を収納スペースの底面側に押付
けることにより、電子機器のセット状態がさらに安定する。なお、ホルダーに非接触式の
充電ユニットを配置している場合、セット状態における電子機器の充電効率が向上する。
　また、回転サポートの回転支点を受承面における電子機器との接触点よりも上方側に設
定することで、電子機器を通じて回転サポートに作用しているサポートスプリングの力が
、電子機器を保持するための回転サポートの回転方向に作用し、電子機器のセット状態が
安定する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】電子機器用ホールド装置が設けられた車両の内装部材を表した斜視図。
【図２】ホールド装置の平面図。
【図３】ホールド装置の側面図。
【図４】ホールド装置の構成部材を分解して表した斜視図。
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【図５】電子機器をセットしている途中のホールド装置を表した断面図。
【図６】電子機器のセットが完了した状態のホールド装置を表した断面図。
【図７】電子機器を取出している途中のホールド装置を表した断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態を、図面を用いて説明する。
　図１で示すように車両の内装部材であるセンターコンソール１（アームレスト部）の上
面に、ホルダー１０が固定されている。このホルダー１０には、上面が開放された収納ス
ペース１４があり、この収納スペース１４に対してスマートフォン３０（電子機器）をセ
ットし、あるいは取出すことができる。
　図３から明らかなように、ホルダー１０は上面および後方側の背面とが開放されており
、背面は背板１２が取付けられることで閉ざされ、それによって上面が開放された収納ス
ペース１４が構成されている。そして、収納スペース１４の相対向する前後両側に、回転
サポート１６およびスライドサポート２２が個別に配置されている。
【００１３】
　ホルダー１０における前方側の両側部には軸受け孔１０ａがそれぞれ形成されている。
これらの軸受け孔１０ａに対し、回転サポート１６の両端部に位置する支持軸１６ａが個
々に挿入されている。したがって、回転サポート１６はホルダー１０に対して支持軸１６
ａを回転支点として回転することができる。また、一方の支持軸１６ａの軸上には図４で
示す捩りスプリング２０が設けられている。この捩りスプリング２０は、回転サポート１
６を図３において反時計回り方向へ付勢するように組付けられている。
【００１４】
　回転サポート１６は、その上部に操作片１６ｂを有し、かつ下部にストッパー１６ｃを
有する。操作片１６ｂは、収納スペース１４の開放上面から突出している。ストッパー１
６ｃは、ホルダー１０における底面の凹部１０ｄに位置し、この凹部１０ｄの縦壁に干渉
して捩りスプリング２０の付勢力を受け止めている（図５）。
　回転サポート１６は、収納スペース１４にセットされたスマートフォン３０の前側の端
面に接触する受承面１８を有する。この受承面１８の上側部分は、収納スペース１４の内
側に向けて傾倒した斜面になっている。なお、収納スペース１４にセットされたスマート
フォン３０の後側の端面には、後述のようにスライドサポート２２の受承面２４が接触す
る。
【００１５】
　ホルダー１０における後方側の両側部には、該ホルダー１０の背面端部から前方へ延び
るガイド溝１０ｂがそれぞれ形成されている。これらのガイド溝１０ｂに、スライドサポ
ート２２の両端部に位置する支持片２２ａがホルダー１０の背面端部からそれぞれ挿入さ
れる。これにより、スライドサポート２２は両ガイド溝１０ｂに沿って前後方向へに移動
することができる。
　ホルダー１０の後方部には、両側部内面および底面にかけて連続する嵌合溝１０ｃが形
成されている（図４）。この嵌合溝１０ｃに、背板１２が上方からはめ込まれるとともに
、背板１２の上部両端に設けられている係合爪１２ａをホルダー１０の両側板に係合させ
る。このように、ホルダー１０にスライドサポート２２を組付けた後、背板１２を組付け
ることで、前述のようにホルダー１０の背面を閉ざす。
【００１６】
　背板１２とスライドサポート２２との間には、左右一対のサポートスプリング２６が組
込まれている。これらのサポートスプリング２６は、背板１２の内面側に設けられている
一対の突起１２ｂと、スライドサポート２２に設けられている一対の孔２２ｂとによって
位置決めされている。スライドサポート２２は、両サポートスプリング２６の付勢力を受
けてガイド溝１０ｂの長さに基づくストロークの範囲で前方へ押出されている。なお、両
サポートスプリング２６による弾性力は、回転サポート１６を反時計回り方向へ付勢して
いる捩りスプリング２０の弾性力と比べて充分に大きく設定されている。
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　スライドサポート２２は、収納スペース１４にセットされたスマートフォン３０の後側
の端面に接触する受承面２４を有する。この受承面２４は、収納スペース１４の内側に向
けて傾倒した斜面になっている。
【００１７】
　ホルダー１０の収納スペース１４にスマートフォン３０をセットするには、図５で示す
ように収納スペース１４の開放上面の前方側から後方側に向けてスマートフォン３０を斜
めに差し込む。これにより、スマートフォン３０の後側端面でスライドサポート２２が押
され、該スライドサポート２２（受承面２４）がサポートスプリング２６の弾性力に抗し
て後方側（背板１２の側）へ移動する。これと併行してスマートフォン３０の前側を押し
下げることにより、該スマートフォン３０は回転サポート１６（受承面１８）を捩りスプ
リング２０の弾性力に抗して回転させながら図６の水平状態となり、収納スペース１４に
セットされる。
【００１８】
　収納スペース１４にセットされた状態のスマートフォン３０は、その前後側の端面が回
転サポート１６の受承面１８とスライドサポート２２の受承面２４とにそれぞれ接触して
おり、かつスライドサポート２２を通じてサポートスプリング２６の付勢力を受け、回転
サポート１６の側に押付けられている。したがって、セット状態でのスマートフォン３０
は、回転サポート１６の受承面１８とスライドサポート２２の受承面２４とに挟み込まれ
て安定している。
【００１９】
　また、回転サポート１６の受承面１８とスライドサポート２２の受承面２４とは、共に
収納スペース１４の内側に向けて傾倒した斜面になっていることから、サポートスプリン
グ２６の付勢力が、スマートフォン３０を収納スペース１４の底面側に押付ける方向の分
力を生じる。これにより、スマートフォン３０のセット状態がさらに安定する。また、ホ
ルダー１０の底板下面に非接触式の充電ユニット（図示省略）を設けてスマートフォン３
０の充電を可能としている場合、セット状態における電子機器の充電効率が向上する。
　なお、スマートフォン３０を収納スペース１４の底面側に押付けるためのサポートスプ
リング２６の分力は、回転サポート１６の受承面１８とスライドサポート２２の受承面２
４とのうち、いずれか一方を斜面にすることで足りる場合もある。
【００２０】
　回転サポート１６の回転支点である支持軸１６ａの軸心は、セット状態のスマートフォ
ン３０の端面と回転サポート１６の受承面１８との接触点Ｐよりも上方に設定されている
（図６）。これにより、スライドサポート２２およびスマートフォン３０を通じて回転サ
ポート１６に作用しているサポートスプリング２６の付勢力が、図３において時計回り方
向に作用している。つまり、回転サポート１６は、捩りスプリング２０の弾性力による回
転に打ち勝ってスマートフォン３０を保持する方向の回転力を受けており、スマートフォ
ン３０のセット状態が安定し、車両の走行に伴う振動を受けて収納スペース１４から飛び
出すような事態が防止される。
【００２１】
　収納スペース１４にセットされているスマートフォン３０を取出すには、回転サポート
１６の操作片１６ｂに指先を掛けて前方へ押すことにより、回転サポート１６を反時計回
り方向へ回転させる。このときの回転サポート１６における受承面１８の円弧動作によっ
てスマートフォン３０が後方へ押され、スライドサポート２２がサポートスプリング２６
を押し縮めながら後方へ移動する。これらの一連の動きにより、図７で示すように回転サ
ポート１６の受承面１８によってスマートフォン３０の前側が持ち上げられ、最終的には
図５で示す状態となる。
【００２２】
　図５で示す状態のスマートフォン３０は、容易に手で持って収納スペース１４から取出
すことができる。このため、これまでのように収納スペース１４とスマートフォン３０と
の間に指を差込むための隙間を確保していたのと異なり、ホルダー１０のコンパクト化が
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可能となる。
　また、スマートフォン３０は、既に説明したように回転可能な回転サポート１６と前後
方向へ移動可能なスライドサポート２２との受承面１８，２４の間に挟まれてセットされ
ることから、スマートフォン３０の種類や形式によってサイズが異なる場合でも、それら
を的確に保持することが可能となる。
【符号の説明】
【００２３】
　１０ ホルダー
　１４ 収納スペース
　１６ 回転サポート
　１８ 受承面
　２２ スライドサポート
　２４ 受承面
　２６ サポートスプリング
　３０ スマートフォン（電子機器）
                                                                                

【図１】

【図２】

【図３】
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